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第 １ 回 第 １ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  平成２４年１月１９日（木）午前１０時００分 

 

場      所  津市水道局 ２階大会議室（南） 

 

出 席 部 会 委 員  2 野田
の だ

 久
ひさ

忠
ただ

・3 太田
お お た

 義
よし

政
まさ

・4 眞
ま

弓
ゆみ

 純一
すみかず

・5 赤塚
あかつか

 薫
かおる

 

7 伊藤
い と う

 征一
せいいち

・9 奥山
おくやま

 正夫
ま さ お

・11 後藤
ご と う

 勝
かつ

・13 阪
さか

 芳一
よしいち

 

17 牧野
ま き の

 礼
れい

吉
きち

・18 増地
ま す じ

 和久
かずひさ

・19 村
むら

治
じ

 隆史
た か し

・23 清水
し み ず

 清
きよし

 

24 中林
なかばやし

 長一
ちょういち

・41 西口
にしぐち

 正國
まさくに

・47 田中
た な か

 千
かず

福
よし

 

以上１５名 

 

欠 席 委 員  6 青木
あ お き

 正司
しょうじ

・14 清水
し み ず

 文
ぶん

兵衛
べ え

 

 

出席部会員外委員  会長 野田 悟 

 

議      長  第１農地部会長 伊藤 征一 

 

事 務 局 職 員  飯田事務局長・西田調整担当副参事・長谷川担当副主幹 

 

総 合 支 所  河芸：服部主査 美里：谷川主査 安濃：紀平主査 

 

          芸濃：後藤副主幹 香良洲：東山主査 

 

議 事 録 署 名 者  2 野田
の た

 久
ひさ

忠
ただ

 ・ 17 牧野
ま き の

 礼
れい

吉
きち

 

 

事      項 

 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

 報告第４号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出受理取消について 

 報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許可・所有権移転） 

 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許可・使用貸借） 

 議案第３号 農地法第４条第 1 項の規定による許可申請について（農業委員会許可） 

 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

（農業委員会許可・所有権移転） 

 議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

（農業委員会許可・賃貸借権） 

 議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

（農業委員会許可・使用貸借） 

 議案第７号 競売買受適格証明願について 

 議案第８号 非農地証明願について 
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 議案第９号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定に 

       ついて ＜別冊＞ 
 

議   事   の   大   要 

 

議  長   それでは、第 1 回の農業委員会を開会いたします。 

       今日の欠席は青木委員と清水文兵衛委員の２名でございます。１５名出席で

本部会は成いたします。 

       それでは、議事録署名者を私のほうから指名をさせていただきます。２番 野

田委員、１７番 牧野委員、よろしくお願いいたします。 

       それでは、まず初めに会長の専決等の報告事項に入ります。 

 

事 務 局   それでは、第１回の農地部会議案書の１ページから５ページをお願いいたし

ます。 

       報告案件第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知についてでござい

ます。 

       今月は、件数としまして合計３５件、面積としまして７万７，０３２㎡で、

田が６万９，７７３㎡、畑が６，２６８㎡、外９９１㎡でございます。 

       この解約後につきましては、再設定が６件、所有権移転が２件、自作に戻る

のが２７件となっております。 

       続きまして、６ページから１１ページをお願いいたします。 

       報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出についてでございま

す。 

       これにつきましては、相続の届出によるものでございまして、件数といたし

ましては１４件、面積として５万８，８８６㎡、内訳としまして、田が４万６，

３７４㎡、畑が１万２，５１２㎡でございます。 

       次に、１２ページをお願いいたします。 

       報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出についてでござい

ます。 

       件数といたしましては８件、面積として３，５８５．３６㎡、内訳としまし

て、田が１，０１１㎡、畑が２，１１９㎡、外４５５．３６㎡でございます。 

       内容といたしましては、一般個人住宅用地が４件で１，０４４．３６㎡、駐

車場用地が３件、１，５３０㎡、共同住宅用地が１件、１，０１１㎡でござい

ます。 

       続きまして、１３ページをお願いいたします。 

       報告第４号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出受理の取消につい

てでございます。 

       番号１、地区 高茶屋の案件でございますが、これにつきましては、共同住

宅・駐車場用地として、平成２３年９月１６日に届出が受理されたものでござ

いますが、今回、この共同住宅の建設が中止となったことから、届出受理の取

消をしようとするものでございます。 

       以上、件数といたしましては、１件、面積として５６８㎡で畑でございます。 

       続きまして、１４ページをお願いします。 

       報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。 

       件数といたしましては９件、面積として６，６８７㎡、内訳といたしまして、
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田が３，５６８㎡、畑が３，１１９㎡でございます。 

       内容としましては、一般個人住宅用地が３件、１，４４８㎡、駐車場用地が

３件、２，２８０㎡、分譲住宅用地が１件、２，５２５㎡、事務所用地が１件、

２２７㎡、施設敷地の一部が１件で２０７㎡でございます。 

       以上で、説明を終わります。よろしくお願いを申し上げます。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。事務局より報告があったとおりでございま

すので、よろしくお願いいたします。 

       続きまして議案事項に入ります。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）。事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   １５ページをお願いします。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）でございます。 

       番号１、地区 神戸、受人     、経営面積 ８，９９５．９６㎡、渡

人     、申請地 神戸与市垣内    、台帳地目・現況地目とも畑、

現況面積 １９３㎡でございます。 

       これにつきましては、渡人である    は、高齢化による労力不足のため、

営農拡大を希望する受人であります    に譲り渡ししようとするものでご

ざいます。 

       番号２、地区 安東、受人     、経営面積 １万０，０４３㎡、渡

人     、申請地 観音寺町中戸井    、台帳地目・現況地目とも田、

現況面積２，９２３㎡でございます。 

       これにつきましては、渡人であります    は、相手方の要望によりまし

て、営農拡大を希望する受人であります    に譲り渡ししようとするもの

でございます。 

       番号３、地区 藤水、受人     、経営面積 ８，３４４．９１㎡、申

請地 垂水南浦    番、台帳地目・現況地目とも田、現況面積２２１㎡、

外１筆、合計面積５１５㎡で田でございます。 

       これにつきましては、受人であります    が、競売に参加するための、

競売買受適格証明審査のためのものでございます。 

       なお、この案件は、合わせて提出されております２２ページの議案第７号 競

売買受適格証明願と関連するものでございます。 

       番号４、地区 椋本、受人     、経営面積 ６，１２２㎡、渡

人     、申請地 芸濃町椋本塚田    番、台帳地目・現況地目とも

畑、現況面積 １，３８７㎡でございます。 

       これにつきましては、渡人であります    は、労力不足による営農縮小

のため、営農拡大を希望する受人でございます    に譲り渡ししようとす

るものでございます。 

       番号５、地区 椋本、受人     、経営面積 １万３，１４７．６１㎡、

渡人     、申請地 芸濃町椋本精進谷    番、台帳地目・現況地目

とも田、現況面積 ４，１６０㎡でございます。 

       これにつきましては、渡人である    は、労力不足による営農縮小のた

め、営農拡大を希望する受人であります    に譲り渡ししようとするもの

でございます。 
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       番号６、地区 明、受人     、経営面積 ２，６３８㎡、渡人     、

申請地 芸濃町忍田興    番、台帳地目・現況地目とも畑、現況面積 １

８５㎡、外１筆、合計面積３３０㎡で畑でございます。 

       これにつきましては、渡人であります    は、生活資金等に充てるため、

営農拡大を希望する受人でございます    に譲り渡ししようとするもので

ございます。 

       なお、下限面積の関係につきましては、１７ページの議案第２号の番号１と

関連して満たしているものでございます。 

       番号７、地区 安西、受人     、経営面積 ３万４，５５１㎡、渡

人     、申請地 芸濃町萩野前興    番、台帳地目・現況地目とも

田、現況面積 ９２５㎡、外１筆、合計面積１，６６８㎡で田でございます。 

       これにつきましては、渡人である    は、耕作困難による離農のため、

申請地が自宅近くであり営農拡大を希望する受人であります    に譲り渡

ししようとするものでございます。 

       番号８、地区 村主、受人     、経営面積 ５５万２，９８５．６８

㎡、渡人     、申請地 安濃町今徳西久保    番、台帳地目・現況

地目とも田、現況面積 １，９７４㎡、外３筆、合計面積６，４７０㎡で田で

ございます。 

       これにつきましては、渡人につきましては、次ページの番号９とも関連しま

すが、渡人である    は、遠方による営農縮小のため、営農拡大を希望す

る受人である    に譲り渡ししようとするものでございます。 

       １６ページをお願いします。 

       番号９、地区 村主、受人     、経営面積 ６，１７１㎡、渡

人     、申請地 安濃町今徳午頭    番、台帳地目・現況地目とも

田、現況面積 ８３２㎡でございます。 

       これにつきましては、渡人は、先ほどの番号８と関連をしますが、渡人であ

る    は、遠方による営農縮小のため、営農拡大を希望する受人である    

に譲り渡ししようとするものでございます。 

       番号１０、地区 明合、受人     、経営面積 ０㎡、渡人     、

申請地 安濃町田端上野瀬戸野    番、台帳地目・現況地目とも田、現況

面積 ２，３６８㎡でございます。 

       これにつきましては、渡人である    は、相手方の要望により、入所者

のリハビリ等社会福祉事業に利用するため、譲り受けを希望する受人であ  

る     に譲り渡ししようとするものでございます。 

       なお、下限面積等の関係につきましては、農地法等により、適用除外となっ

ているところでございます。 

       以上、番号１から１０までは、議案書にありますとおり、農地法第３条第２

項各号には該当しないため、許可要件を満たしているものでございます。 

       以上、件数といたしましては１０件、面積として２万８４６㎡、内訳といた

しまして、田が１万８，９３６㎡、畑が１，９１０㎡でございます。 

       以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いをいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。地元委員さ

んの意見を伺います。１番、神戸から順番で。 

 

眞弓委員   ４番 眞弓です。これ、譲渡人は、高齢のため、近所に住む人に譲渡するも
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のでございまして、何ら問題はございません。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。２番、安東。 

 

太田委員   ３番 太田です。事務局の説明のとおり、営農拡大ということで問題なしと

認めますので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、３番、藤水。 

 

奥山委員   ９番 奥山です。現地のほうを原田委員と確認に行きましたけれども、荒れ

た土地で大変だろうと思いますけれども、本人のほうは、時間をかけてゆっく

りとやっていきたいということを聞きましたので、何ら問題ないと思います。 

 

議  長   はい。４番、椋本。４番、５番。 

 

牧野委員   １７番 牧野です。この４番のほうは、お父さんが亡くなって、おばあさん

だけで労力不足のため譲り渡すということでございまして、これも何ら問題な

いと思います。 

       それから、５番のほうも、    さんはもう八十幾つで、ちょっと高齢な

ために労力不足ということで、これも何ら問題ないと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい。６番、明。 

 

牧野委員   これも営農拡大ということで、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい。７番、安西。 

 

牧野委員   １７番 牧野です。これも、片方の方がもうお百姓をやめるということで、 

    さんが買い受けるということでございまして、これも何ら問題 

ないと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   はい。８番、村主。 

 

清水委員   ２３番 清水です。これ、１２日に現地確認も行ってきましたし、草生でも

う本当に大々的にやっております農業者でございますので、何ら問題ございま

せんので、よろしくお願いします。 

       ９番も同じです。 

 

議  長   はい。１０番の明合。 

 

中林委員   ２４番 中林です。これは、受人は、    。これは、    というの

は   の系列の社会福祉法人なんですが、かなり手広くやっておりまして、

各種のグループホームとか、そういう施設はありまして、軽い人の露地で花を

つくりとか、そういうリハビリですな、そういうのもちょうど近くですので、

この田んぼを取得したいということで、これは皆さんご存じやと思いますけれ

ども、特例の、いわゆる例外の中に該当いたしますので、適法であると見てお
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りましたので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。地元委員さんからは、異議のない旨の発言が

ございました。皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   はい、ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第１号につ

いて許可することに決定いたします。 

       次に、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員

会許可・使用貸借）。事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   １７ページをお願いいたします。 

       議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・使用貸借）でございます。 

       番号１、地区 明、借り人     、経営面積 ２，６３８㎡、貸し

人     、申請地 芸濃町忍田地蔵堂    番、台帳地目・現況地目と

も田、現況面積 ２，７２９㎡でございます。 

       これにつきましては、先ほどの１５ページの議案第１号の番号６と関連して

おりますが、貸し人であります    は、相手方の要望により営農拡大を希

望する借り人である    に使用貸借しようとするものでございます。 

       以上、件数といたしましては１件、面積として２，７２９㎡で、田でござい

ます。 

       以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いをいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。地元委員さ

んの意見を伺います。１番、明。 

 

増地委員   １８番 増地です。相手方の営農拡大ということで、借りたいということで、

この間、１２日見に行きまして、適正だと思いますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。地元委員さんからは、異議のない旨の発言が

ございました。皆さんいかがでございましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   はい、ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第２号につ

いて許可することに決定いたします。 

       次に、議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農

業委員会許可）。事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   １８ページをお願いします。 

       議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可）でございます。 

       番号１、地区 栗真、申請者     、申請地 栗真小川町大頭    番、

台帳地目 畑、現況地目 雑種地、現況面積 ８８㎡、農地は第２種農地でご
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ざいます。 

       これにつきましては、申請地を居宅への進入路用地として利用しようとする

ものでございますが、平成４年から利用しており、始末書の提出がされている

ところでございます。 

       番号２、地区 大里、申請者     、申請地 大里山室町前田    番、

台帳地目 畑、現況地目 道路、現況面積 ２７㎡、外１筆、合計面積１２２

㎡で畑、農地は第２種農地でございます。 

       これにつきましては、申請地を居宅への進入路用地及び倉庫用地として利用

しようとするものでございますが、それぞれ昭和４７年１２月ごろ及び昭和５

２年３月ごろから利用しており、始末書の提出がされているところでございま

す。 

       番号３、地区 辰水、申請者     、申請地 美里町穴倉山口    番

１、台帳地目・現況地目とも田、現況面積 １，１５０㎡、農地は第２種農地

でございます。 

       これにつきましては、申請地は獣害による被害が大きく、大型機械等による

耕作も大変難しいというようなことから、今回、申請地に植林をしようとする

ものでございます。 

       以上、件数といたしましては３件、面積として１，３６０㎡、内訳といたし

まして、田が１，１５０㎡、畑が２１０㎡でございます。 

       以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いをいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。１番、栗真。 

 

事 務 局   部会長、すみません。事務局です。 

       青木委員から連絡いただいておりまして、この１番の案件については、地元

の林委員さんと確認をしてもらって、特に問題ないということでご連絡入って

おります。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。２番、私でございます。これも事務局説明ど

おり始末書ということと、それで解決させていただきまして、皆さんよろしく

お願いいたします。 

       ３番、辰水。 

 

村治委員   １９番 村治です。これも、１２日の日、現地確認にお世話になりまして、

 現地確認しましたところ、何ら問題ないと思いますので、ひとつよろしくお

願いします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。地元委員さんからは、異議のない旨の発言

がございました。皆さんいかがでございましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   はい、ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第３号につ

いて許可することに決定いたします。 

       次に、議案第４号 農地法第５条１項の規定による許可申請について（農業

委員会許可・所有権移転）。事務局の説明をお願いいたします。 
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事 務 局   １９ページをお願いします。 

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・所有権移転）でございます。 

       番号１、地区 安東、受人     、渡人     、申請地 長岡町茶

木原    番、台帳地目・現況地目とも畑、現況面積 １，５３８㎡、農地

は第２種農地でございます。 

       これにつきましては、次の番号２から４までと一体利用しようとするもので

ございますが、現在、運営している保育園舎が、都市計画道路用地として買収

となることから、申請地を新しく保育園用地として利用しようとするものでご

ざいます。 

       番号２、地区 安東、受人     、渡人     、    、申請地 

長岡町茶木原  番、台帳地目・現況地目とも田、現況面積 ２６６㎡、農地

は第２種農地でございます。 

       これにつきましては、先ほどの番号１と同趣旨によりまして、申請地を新し

く保育園用地として利用しようとするものでございます。 

       番号３、地区 安東、受人     、渡人     、申請地 長岡町茶

木原    番、台帳地目・現況地目とも田、現況面積 ２９３㎡、農地は第

２種農地でございます。 

       これにつきましては、先ほどの番号１と同趣旨によりまして、申請地を新し

く保育園用地として利用しようとするものでございます。 

       番号４、地区 安東、受人     、渡人     、    、申請地 

長岡町茶木原    番、台帳地目・現況地目とも田、現況面積 ７００㎡、

農地は第２種農地でございます。 

       これにつきましても、先ほどの番号１と同趣旨によりまして、申請地を新し

く保育園用地として利用しようとするものでございます。 

       番号５、地区 豊津、受人     、渡人     、    、申請地 

河芸町一色石橋    番、台帳地目 田、現況地目 雑種地、現況面積 ５

２７㎡、外４筆、合計面積４，５８３㎡で田でございます。 

       これにつきましては、介護サービスの利用者が年々増加をしてきておりまし

て、現在お持ちになられておる施設では対応ができなくなってきたというよう

なことから、申請地を新しく老人リースサービスセンター用地として利用しよ

うとするものでございます。 

       番号６、地区 上野、受人     、渡人     、申請地 河芸町西

千里池ノ下    番、台帳地目 田、現況地目 畑、現況面積 ６５５㎡、

農地は第２種農地でございます。 

       これにつきましては、次の番号７とも関連しますが、現在使用している借地

の資材置場がなくなりますことから、申請地を資材置場用地として利用しよう

とするものでございます。 

       番号７、地区 上野、受人     、渡人     、申請地 河芸町西

千里亀井    番、台帳地目 田、現況地目 雑種地、現況面積 ９４３㎡、

農地は第２種農地でございます。 

       これにつきましては、先ほどの番号６とも関連しますが、申請地を資材置場

用地等として利用しようとするものでございますが、平成１９年１０月から利

用しており、始末書の提出がされているところでございます。 

       番号８、地区 草生、受人     、渡人     、申請地 安濃町草
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生日焼    番、台帳地目 田、現況地目 道路、現況面積 ６．６１㎡、

外１筆、合計面積３２．６１㎡で田、農地は第２種農地でございます。 

       これにつきましては、申請地を進入路用地として利用しようとするものでご

ざいますが、昭和３６年頃から利用しており、始末書の提出がされているとこ

ろでございます。 

       番号９、地区 安濃、受人     、渡人     、申請地 安濃町曽

根ススケ    番、台帳地目 田、現況地目 畑、現況面積 ２２９㎡、農

地は第２種農地でございます。 

       これにつきましては、申請地に一般個人住宅１棟８０．５２㎡を建築しよう

とするものでございます。 

       番号１０、地区 安濃、受人     、渡人     、申請地 安濃町

内多見泥    番、台帳地目・現況地目とも畑、現況面積 ４２９㎡、農地

は第２種農地でございます。 

       これにつきましては、申請地に一般個人住宅１棟１０３．８２㎡を建築しよ

うとするものでございます。 

       以上、件数といたしましては１０件、面積として９，６６８．６１㎡、内訳

といたしまして、田が７，７０１．６１㎡、畑が１，９６７㎡でございます。 

       以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いをいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。地元委員さ

んの意見を伺います。１番から３番、４番、安東。 

 

太田委員   ３番 太田です。１２日に、会長、副会長、また事務局の方に現地立ち会い

確認をお世話いただきました。説明のとおり、    の近くにあります保育

園が、計画道路による移転ということで、こちらに移ってまいるということで、

何ら問題ございません。よろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい。５番、豊津。 

 

阪委員    １３番 阪。これ、先般、自分も事務局の方、会長以下現場確認した結果、

特に問題ないと思いました。よろしくお願いします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。６番、７番、上野。 

 

阪委員    １３番 阪。これも、先般、自分、現場確認をさせてもらったけれども、何

ら問題ないと認めましたもので、よろしくお願いします。 

 

議  長   はい。８番、草生。 

 

清水委員   ２３番 清水です。これも事務局のご説明のとおりでございまして、もう５

０年ほど前から現状のままでございまして、何ら問題ございませんので、よろ

しくお願いします。 

 

議  長   はい。９番、１０番、安濃。 

 

中林委員   ２４番 中林です。９番、これは、個人住宅用地として購入するもので、問

題地はございませんので、許可をよろしくお願いいたします。 
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       同じく、１０番も個人用住宅用地として売買されるものでございますので、

よろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。地元委員からは、異議のない旨の発言がご

ざいました。皆さんいかがでございましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   はい、ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第４号につ

いて許可をすることに決定いたします。 

       次に、議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農

業委員会許可・賃貸借権）。事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   ２０ページをお願いします。 

       議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・賃貸借権）でございます。 

       番号１、地区 高宮、借り人     、貸人     、申請地 美里町

足坂西之垣内    番、台帳地目・現況地目とも田、現況面積 ７１７㎡の

うち、４４０㎡、農地は第２種農地でございます。 

       これにつきましては、申請地に農業用倉庫１棟９６．８８㎡を建築しようと

するものでございます。 

       以上、件数といたしましては１件、面積として４４０㎡で田でございます。 

       以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いをいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。地元委員の

意見をお伺いいたします。 

 

村治委員   １９番 村治でございます。これも現地も確認しておりますが、何ら問題な

いと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   はい、どうもありがとうございます。それでは、異議なしと認め、第４号議

案について許可することに決定をいたします。 

       議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について農業委員会

許可・使用貸借について事務局の説明お願いします。 

 

事 務 局  ２１ページをお願いします。議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許

可申請について（農業委員会許可・使用貸借）でございます。 

番号１ 地区 栗真 借り人      貸人      申請地 栗真 

小川町大頭    番、台帳地目、現況地目とも畑、現況面積３１６㎡、農地

は第２種農地でございます。これにつきましては、貸し人と借り人は親子関係

でございまして、申請地に、農家住宅 １棟 １２３．８㎡を建築しようとす

るものでございます。 

番号２ 地区 高野尾 借り人      貸人      申請地 高野尾

町中町    番、台帳地目畑、現況地目宅地、現況面積５７７㎡、農地は第２

種農地でございます。 

これにつきましては、貸し人と借り人は親子関係でございまして、申請地に、
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一般個人住宅として分家住宅１棟５７．５０㎡及び車庫を建築しようとするもの

でございますが、昭和４６年ごろに、住宅の増築がされていることから、始末書

の提出がされているところでございます。 

       以上、件数といたしましては２件、面積として８９３㎡で畑でございます。 

       以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いをいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。１番、栗真。 

 

事 務 局   部会長、事務局です。 

       すみません。欠席の青木委員からのほうから、地元の林委員と確認して、こ

の栗真の案件については、特に問題ないということで、親子関係で問題ないと

いうことで連絡入っております。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。２番、高野尾。 

 

赤塚委員   ５番 赤塚です。これは親子関係で、４６年ごろにその子供部屋を建てたと

いうことで、現況地もこれ宅地になっとるということで、始末書も提出されて

おります。 

       また、この側溝の方は、排水の側溝のほうは完備されておりますので、どう

ぞよろしくお願いします。 

 

議  長   はい。地元委員からは異議のない旨の発言がございました。皆さんいかがで

ございましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   はい、ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第６号につ

いて許可することに決定をいたします。 

       次に、議案第７号 競売買受適格証明願について、事務局の説明をお願いい

たします。 

 

事 務 局   ２２ページをお願いします。 

       議案第７号、競売買受適格証明願についてでございます。 

       番号１、地区 藤水、競売対象農地 垂水南浦    番、台帳地目・現況

地目とも田、面積 ２２１㎡、外１筆、合計面積５１５㎡、申請人     、

経営面積 ８，３４４．９１㎡でございます。 

       これにつきましては、先ほどご説明させていただきました１５ページの議案

第１号の番号３の３条許可申請と関連するものでございまして、申請人でござ

います   が競売に参加するため、競売買受適格証明願が提出されたもので

ございます。 

       以上、件数といたしましては１件、面積として５１５㎡で田でございます。 

       以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。地元委員さ

んの意見をお伺いいたします。藤水。 

 

奥山委員   ９番 奥山です。原田委員のほうから、特に何ら問題ないということを伺い
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ましたので、よろしくお願いします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。地元委員からは異議のない旨の発言がござ

いました。皆さんいかがでございましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   はい、ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第７号につ

いて証明することに決定いたします。 

       続きまして、議案第８号 非農地証明願について、事務局の説明をお願いい

たします。 

 

事 務 局   ２３ページをお願いします。 

       議案第８号 非農地証明願についてでございます。 

       番号１、地区 安東、願出者     、申請地 安東町大土井    番、

台帳地目 畑、現況地目 宅地、現況面積 ７７㎡でございます。 

       これにつきましては、昭和５７年に農業用倉庫を建築し現在に至っておりま

すことから、今回、非農地証明願が提出されたものでございます。 

       番号２、地区 安西、願出者     、申請地 芸濃町萩野西川     

原    番、台帳地目 畑、現況地目 宅地、現況面積 １６１㎡、外２筆、

合計面積７５０㎡で畑でございます。 

       これにつきましては、昭和５７年に製材所の建物を建築し現在に至っており

ますことから、今回、非農地証明願が提出されたものでございます。 

       以上、件数といたしましては２件、面積として８２７㎡で畑でございます。 

       以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いをいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。地元委員の

意見をお伺いいたします。 

 

太田委員   １番の３番 太田です。安東町鹿毛地区の案件ですが、現地を確認しており

ます。特に問題ございません。よろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、２番、安西。 

 

牧野委員   １７番 牧野です。これも    を現在やっておられるということでござ

いますので、何ら問題ないと思います。よろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。地元委員さんからは異議のない旨の発言がご

ざいました。皆さんいかがでございましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   はい、ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第８号につ

いて証明することに決定いたします。 

       次に、別紙でお配りしました議案第９号 農業経営基盤強化促進法第１８条 

の規定による農用地利用集積計画の決定について。事務局の説明をお願いい 

たします。 
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事 務 局   議案第９号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定についてでございます。 

       別冊の津市農用地利用集積計画をお願いします。表紙を１枚めくっていただ

きたいと思います。 

       今月は、右下の合計欄に掲げてありますように、総合計で１７万９，５１７

㎡の集積がございました。内訳としましては、貸借関係のみでございます。そ

れでは、各地区別に一番下の合計欄でご説明いたします。 

       津地区につきましては、田の賃貸借と使用貸借を合わせて９万１，２７６㎡

で、畑の賃貸借と使用貸借を合わせて１，２９１㎡で、件数的には４３件でご

ざいました。所有権移転はございませんでした。 

       河芸地区につきましては、田の賃貸借と使用貸借を合わせて１万９，８０７

㎡で、畑の使用貸借が２，０４６㎡で、件数的には１０件でございました。所

有権移転はございませんでした。 

       安濃地区につきましては、田の賃貸借が４万６，８５２㎡で、畑の賃貸借と

使用貸借を合わせて１，４１３㎡で、件数的には１８件でございました。所有

権移転はございませんでした。 

       芸濃地区につきましては、田の賃貸借が８，８０７㎡で、畑の賃貸借が３，

２０９㎡で、件数的には７件でございました。所有権移転はございませんでし

た。 

       美里地区につきましては、田の賃貸借と使用貸借を合わせて４，８１６㎡で、

件数的には５件でございました。所有権移転はございませんでした。 

       香良洲地区につきましては、集積はございませんでした。 

       以上、合計で、田の集積が、賃貸借と使用貸借を合わせて１７万１，５５８

㎡で、畑の集積が、賃貸借と使用貸借を合わせて７，９５９㎡で、総合計が１

７万９，５１７㎡で、８３件となっております。認定農業者への集積状況は３

８件で、１０万８，６３０㎡となっており、先月に比べ面積で約２７％、件数

では約３６％となっております。なお、内訳は計画の概要のとおりでございま

す。 

       以上の内容につきましては、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要

件を満たしているものと考えております。 

       以上で説明を終わります。よろしくお願いをいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。皆さんいか

がでございましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長  異議なしと認め、農業経営基盤強化促進法第１８条の規定により農用地利用集

積計画の適正であると認め、市長に進達することにいたします。 

       以上で、本部会に付議されました案件の審議はすべて終了いたしました。 

これをもちまして、第１回 第１農地部会を閉会します。 

 

 

 

                             午前１０時４５分 
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上記は、第１回第１農地部会の議事を録したものである。 

 

  平成２４年１月１９日 

 

 

 

                       議  長              

 

                       出席委員              

 

                       出席委員              

 

 


